
第１号様式（第11条第１項）

年　　月　　日

商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付申請書

（申請先）
横　浜　市　長　
申請者   　　　　〒　
住　　　所　
団　体　名　
役　　　職　
代表者氏名　
（TEL:　　　　                 ）


　商店街プレミアム付商品券支援事業補助金の交付を受けたいので、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付要綱第10条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。
なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月30日横浜市規則第139号）及び商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付要綱を遵守します。

１　補助金交付申請額

￥  　　　　　　　　　．－

[bookmark: _Hlk222429367][bookmark: _Hlk222428403]２　添付書類（提出するものに☑チェックをすること）
	□
	(1)  事業計画書（第１号様式の２）

	□
	(2)  収支予算書（第１号様式の３）

	□
	(3)  本補助金の活用に係る事業計画を承認する総会等の議事録の写し

	□
	(4)  定款又は規約等の写し

	□
	(5)　役員名簿の写し

	□
	(6)  利用可能店舗名簿

	□
	(7)　見積書等経費の内訳がわかる書類

	□
	(8)  「脱炭素取組宣言」を行ったことが分かる書類

	□
	(9)　複数の商店会等が共同実施する場合については、申請者に本補助金の申請等に係る事務を委任する旨がわかる書類

	□
	(10） その他、市長が必要と認める書類



（次頁あり）





３　宣誓事項（レ点を記入）
　　補助金の申請にあたって、次に掲げるすべての事項を確認の上誓約し、又は同意します。
　　□誓約し、又は同意します。（レ点を記入）

・法令、条例、規則、本要綱、要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に違反しないこと。違反した場合、補助金の一部又は全部を返還すること。
・本申請書を含めて提出する書類に虚偽の記入や偽りの証明が無いこと。
・横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取組を宣言すること。
・利用店舗に対し、横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づく脱炭素化の取組を宣言するよう勧奨すること。
・補助事業の実施にあたっては、商品券の偽造及び不正利用防止に関して取り組むこと。
・商品券が利用できない店舗を利用店舗として登録していないこと。
・プレミアム付商品券の販売額をより多くの者が購入できる金額となるよう努めること。
・プレミアム付商品券の販売について幅広く告知を行い、購入機会の公平性を確保するよう努めること。
・補助事業の実施にあたっては、国、都道府県その他の地方公共団体又は本市の補助金を、同一経費に併用しないこと。
・市長が補助金の活用状況について調査を行うときは、聴取や資料の提出等に協力すること。
・市長が当該補助事業に係る広報宣伝物及び写真その他の成果物について、商店街プレミアム付商品券支援事業の広報その他本事業の目的達成に必要と認める範囲において、これを利用し、又は第三者に提供すること。





